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１．立地適正化計画とは
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 我が国の地方都市では拡散した市街地で急激な人口減少が
見込まれる一方、大都市では高齢者の急増が懸念。

 都市全体の構造を見渡しながら、居住者の生活を支えるよ
うコンパクトなまちづくりの推進が必要。

住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の
立地の適正化を図るため、これらの施設の立地を一定の区
域に誘導するための市町村による立地適正化計画の作成が
できるようになった。

平成26年8月
都市再生特別措置法の一部を改正

１ー１．計画策定の背景（１）
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１－２．計画策定の背景（２）
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１．立地適正化計画とは



１－３．居住誘導区域と都市機能誘導区域

立地適正化区域
＝都市計画区域

市街化区域等

居住誘導区域

(用途地域）

居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定の
エリアで人口密度を維持するこ
とにより、生活サービスや地域
コミュニティが持続的に確保さ
れるよう居住を誘導すべき区域

都市機能誘導区域
医療・福祉・商業等の都市機能
を都市の中心拠点や生活拠点に
誘導し集約することにより、こ
れら各種サービスの効率的な提
供を図る区域

居住誘導区域・都市機能誘導区域のイメージ

誘導施設
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１－４．居住誘導区域の設定

居住誘導区域外における住宅開発
等の届出が義務付けられることに
より、市が開発動向を把握するこ
とが可能になる

開発等を区域内に誘導するため
情報提供を実施 6

１．立地適正化計画とは

■居住誘導区域設定の考え方
＜区域の設定＞
 区域境界が明確に判断できるよう、

地形地物（道路、河川など）に基
づいた区域。

 用途地域の境界など明確な境界が
判断できる区域。

 災害の恐れがある等居住誘導区域
を除外。

 その他、土地境界線等に基づいて
設定。



都市機能誘導区域外における誘導
施設整備の届出が義務付けられる
ことにより、市が施設立地動向を
把握することが可能になる

誘導施設を区域内に立地誘導す
るため情報提供を実施

１－５．都市機能誘導区域の設定
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１．立地適正化計画とは

■都市機能誘導区域設定の考え方
＜区域の設定＞
 区域境界が明確に判断できるよう、

地形地物（道路、河川など）に基
づいた区域。

 現時点で位置が大きく変わらず、
多くの市民等が利用する永久建築
物（市役所、敦賀駅、観光資源な
ど）を含む区域。

 将来のまちづくりを勘案した際に、
区域に含むべきと判断される場所
を含む。 等



１－６．誘導施設の設定
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１．立地適正化計画とは

■誘導施設一覧

機能
都市機能
増進施設

区域別の整理
根拠法等中心市街地

拠点区域
新市街地
拠点区域

子育て
支援機能

子育て
支援センター

〇 〇 子育てについての相談、情報の提供その他援助を行うとともに、乳幼児
又はその保護者が相互に交流を行う場所を提供する施設。

保育所 〇 〇 児童福祉法第39条。
認定こども園 〇 〇 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律第2条第6項。
幼稚園 〇 〇 学校教育法第1条及び第22条。

医療機能 病院 〇
(高次医療)

― 医療法第1条の5及び第31条。
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を

行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するも
ので公的医療機関をいう。

福祉機能 児童館、
児童センター

〇 〇 児童福祉法第40条。

放課後
児童クラブ

〇 〇 児童福祉法第6条の3に規定する放課後児童健全育成事業に供する施設。

学校教育
機能

小学校 〇 〇 学校教育法第1条及び第29条。
中学校 〇 〇 学校教育法第1条及び第45条。

商業機能 大規模小売店 〇 〇 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗のうち店舗面積10,000
㎡以上の商業施設。
小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。）を行うた
めの店舗であって、建物内の店舗面積の合計が10,000 ㎡を超えるもの。

行政機能 行政施設
（市役所等）

〇 〇 地方自治法第4条第1項及び第155条。

文化機能 図書館 〇 ― 図書館法第2条第1項及び第29条第1項。
博物館、美術館 〇 ― 博物館法第2条第1項。
博物館相当施設 〇 ― 博物館法第29条。

交流機能 交流施設 〇 ― 市民の相互交流を目的とし、地域活性化の拠点として文化・交流等の都
市活動・コミュニティ活動を支える中核的な施設であり、集会機能、会
議機能、子育て支援機能、防災拠点機能などが集約された複合施設。



１－７．本市の策定理由

立地適正化計画は、今後の人口減少・少子高齢化の中で、医療・福祉・商業施設や住居等が
まちなかにまとまって立地することで、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの
生活利便施設等を利用しやすくなるなど、福祉や交通も含めて都市全体の構造を見直し、「コ
ンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指す。

人口減少・高
齢化の進展

まちなかでの
空家の増加

市街地の拡散に伴っ
てインフラの維持管
理の負担が増大

将来にわたり持続可能な都市経営を目指すため。
・都市施設の立地誘導、地域コミュニティの確保、住宅
の誘導、集約

まちなかの人口密度
低下による都市の活
力の低下

利用者の減少に伴っ
て公共交通の維持の
負担が増大

郊外開発などまちな
かの空洞化の進行

敦賀市
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１－８．敦賀市が目指す都市の姿
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敦賀市の目指す
『コンパクトシティ・アンド・ネットワーク』

１．立地適正化計画とは

都市機能を市街地の北側
に集約し、緩やかに居住
を市街地の北側に誘導。

南側の市街地には、多く
の市民が居住しており、
その居住環境を維持して
いくことが必要。

居住環境を保全していく
エリアは、これまでどお
りの生活環境の保全に努
め、乗継拠点を核とした
公共交通網を活かし、市
全体でのコンパクトシ
ティ・アンド・ネット
ワークの実現。



１－９．計画の位置づけ

敦賀市総合計画

敦賀市都市計画マスタープラン

敦賀市立地適正化計画

関連計画

則する

敦賀市コミュニティバス再編計画

敦賀市中心市街地活性化基本計画 敦賀市景観計画

敦賀市地域防災計画

敦賀市公共施設等総合管理計画

敦賀市観光振興計画

敦
賀
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
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１．立地適正化計画とは

※都市マスの一部

整合

則する

連携

など



２．立地適正化計画の改定及び中間評価について
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現行計画は、令和５年度末に計画策定から５年を迎えるた
め、誘導・事業の進捗状況を確認し、計画の評価・検証等
を実施。

令和６年３月には北陸新幹線敦賀開業を予定しており、
交流人口の増加や新たな民間投資の増加が見込まれること
などから、現状と今後の課題を踏まえ、柔軟に誘導施策や
事業の見直しが必要。

令和２年６月に都市再生特別措置法が改正され、立地適正
化計画に「防災指針※」を記載することが位置付け。

※防災指針とは、居住誘導区域における災害リスクをできる限り回避あるいは低減させ、
必要な防災・減災対策を計画的に実施していくため、立地適正化計画に定めるもの。

 現行計画の中間評価を踏まえた見直し

 計画に「防災指針」の設定

以上の点を踏まえ…

２－１．改定の背景と目的
２．立地適正化計画の改定

及び中間評価について
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●敦賀市の現状及び課題

●立地適正化計画の基本方針

●居住誘導区域、都市機能誘導区域
及び誘導施設の見直し

○防災指針の設定【新規追加】

●誘導施策の考え方

●目標の設定

本市の現状等基礎データの
時点更新、時点更新にあわせた課題の見直し

現状と課題の時点更新を踏まえ、
必要に応じて基本方針の見直しを検討

社会情勢の変化、都市施設の立地状況等を踏まえ、
必要に応じて誘導区域や誘導施設の見直しを検討

居住誘導区域内において､災害リスクの詳細分析､
課題の抽出を行いながら、
防災・減災対策（取り組み方針・施策等）を設定

誘導施策等の進捗状況を把握するとともに、
現時点での誘導施策等の妥当性･有効性を検証し、
必要に応じて誘導施策や事業の見直しを検討

指標・効果の中間評価を行うとともに、
必要に応じて指標・効果の見直しを検討

２－２．改定の内容
２．立地適正化計画の改定

及び中間評価について
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① 居住を誘導する施策を講じることにより、生産年齢人口のまちなかへの回帰を目指し
ます。

② 子どもから高齢者までの多様な世代が交流でき、地域コミュニティが継続して形成さ
れる環境を創出します。

基本方針１：視点①生産年齢人口（子育て世代）

③ 公共交通利用圏域における居住環境の整備等により公共交通を利用しやすい環境を創
出し、本市の主要な公共交通であるコミュニティバス交通網の維持・向上を図ります。

④ 若年層や高齢者が便利に暮らせる環境を創出するため、公共交通の基盤を整備します。

基本方針２：視点② 老年人口、交通弱者

⑤ 適切な誘導施設の設定や誘導施策により、既存の都市機能増進施設の郊外への進出を
抑制し生活サービス水準の維持を図ることで、都市の魅力を確保します。

⑥ 新たな都市機能増進施設の集約立地を図ることで、将来にわたり持続可能な都市の魅
力を創出します。

基本方針３：視点③ 都市機能増進施設

２－３．現行計画の「まちづくりの基本方針」

 まちづくりの方針及び将来都市構造を実現するために、
３つの基本方針を設定している
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基本方針１：視点①生産年齢人口（子育て世代）

指標の評価①「居住誘導区域の人口密度」
中間評価：居住誘導区域の人口密度は減少しており、今後も市全体の人口減少に

伴い、居住誘導区域内の人口減少は予想されるため、居住誘導区域の
人口密度の維持に向けて、誘導施策の更なる強化・充実が必要。

効果の評価①「空き家の活用（H30年度の空き家数のうち5％活用）」
中間評価：H30年度における用途地域内の空き家は700件である。今後の空き家の

活用に向けて、誘導施策の継続・拡充が必要。

39.5

37.3

39.5

35

36

37

38

39

40

平成29年度 令和３年度 令和17年度

（人/ha）

目
標
値

5.6％減

700 665

0

200

400

600

800

平成30年度 令和17年度

（件）

目
標
値

居住誘導区域の人口密度 用途地域内の空き家

２－４．目標指標の中間評価・効果の発現状況①



17

基本方針２：視点② 老年人口、交通弱者

指標の評価②「公共交通利用者数（コミュニティバス）」
中間評価：新型コロナウイルス感染拡大の影響等から減少しているが、規制解除

後の動向に注視し、今後も継続して利用者数の把握・分析を行うこと
が必要。

効果の評価②「商業集積地の小売業１店舗あたりの売上（1.2億円／店舗・年
（H26年度）から1.3億円／店舗・年（R17年））」
中間評価：小売業１店舗あたりの売上は目標値を大きく上回っている。

今後は、現状維持・更なる売上額の向上に向けて、施策・事業の継続
が必要。
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公共交通利用者数 商業集積地の小売業１店舗あたりの売上

２－４．目標指標の中間評価・効果の発現状況②
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基本方針３：視点③ 都市機能増進施設

指標の評価③「都市機能誘導区域における生活利便施設のカバー率」
中間評価：児童福祉施設・文化施設の増加に伴いH28からR4にかけて4.3％増加し

ているが、今後も誘導区域への人口誘導・コミュニティバスの利便性向
上等とあわせ、生活利便施設の機能維持・充足を図ることが必要。

効果の評価③「公共施設の維持管理費の削減（H28年度より年間約２億円削減）」
中間評価：維持管理費は増加しており、施設の老朽化に伴い、今後、修繕や改修に

かかる費用の増加が見込まれるが、公共施設の統廃合による維持管理費
の削減効果等、継続評価が必要。

94.3% 98.6% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%
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平成28年度 令和４年度 令和17年度

目
標
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4.3％増
50.9
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48.9
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目
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4.9％増

都市機能誘導区域の生活利便施設のカバー率 公共施設の維持管理費

２－４．目標指標の中間評価・効果の発現状況③

※生活利便施設…子育て支援施設、児童福祉施設、大規模小売店、文化施設、交流施設を指す



３．防災指針の検討
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※水災害とは、水害（洪水、津波、高潮）および土砂災害を言う。

３－１．防災指針とは
３．防災指針の検討

頻発・激甚化する自然災害（水災害※）に対応するため、
令和２年６月に都市再生特別措置法が改正され、
立地適正化計画に防災指針を記載することが位置づけ。

防災指針は、居住誘導区域における災害リスクをできる限
り回避あるいは低減させ、必要な防災・減災対策を計画的
に実施していくため、立地適正化計画に定めるもの。

水災害のリスクを低減させるための堤防、調整池等の
ハード整備とともに、想定される災害リスクを分析し、
まちづくりにおいて総合的な防災・減災対策を講じていく
ことが必要
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３－２．防災指針の検討内容
３．防災指針の検討

○防災指針で検討する内容

床上浸水の頻度が高い地域など、災害リスクの高い地域を提示

災害リスクの低い地域へ居住や都市機能を誘導

居住等を誘導すべき区域等の災害リスクを低減させる、
河川の整備等を推進

※災害リスクの高い地域は居住等を誘導すべき区域等から除外

① 立地適正化計画の対象地域の災害リスクの分析、
災害リスクの高い地域の抽出

② リスク分析を踏まえた居住誘導区域の設定、見直し

③ 居住誘導区域における防災・減災対策の取組方針、
地区毎の課題に対応した対策の検討

＜防災指針の検討イメージ＞
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計画規模：笙の川水系は
100年、井の口川水系は50
年に１回程度の大雨によっ
て、河川がはん濫した場合
に想定される浸水区域

想定最大規模：1000年に
１回程度の大雨によって、
河川がはん濫した場合に想
定される浸水区域 ＜浸水深と人的被害のリスクイメージ＞

３－３．居住誘導区域周辺のハザード情報①
３．防災指針の検討

○洪水浸水想定区域

洪水浸水想定区域は、水防法に基づき、洪水時の円滑かつ
迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災
による被害の軽減を図るため、当該河川が氾濫した場合に
浸水が想定される区域を「洪水浸水想定区域」として指定
するもの。
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浸水継続時間

各家庭における飲料水や食料等の備蓄状況から、３日以上
孤立すると飲料水や食料等が不足し、健康障害の発生や最悪
の場合は生命の危機が生じる恐れがあることが推測されるた
め、浸水継続時間が長く、長期の孤立が想定される地域の有
無に注意が必要

３－４．居住誘導区域周辺のハザード情報②
３．防災指針の検討

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

河川から氾濫した流水により倒壊のおそれのある区域

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）

河岸が侵食されて河川沿いに立地している家屋等の倒壊の
おそれのある区域
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【計画規模】

居住誘導区域内のうち、笙の川沿川では、1.0m～3.0m未満
の浸水が想定されている

３－５．居住誘導区域周辺のハザード情報③
３．防災指針の検討

○洪水浸水想定区域

＜洪水浸水想定区域（計画規模）＞

1.0m～3.0m未満の浸水

笙
の
川

井
の
口
川

資料）洪水浸水想定区域
（令和３年６月現在）
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【想定最大規模】

居住誘導区域内のうち、笙の川沿川では、3.0m～5.0m未満
の浸水が想定されている

３－６．居住誘導区域周辺のハザード情報④
３．防災指針の検討

○洪水浸水想定区域

＜洪水浸水想定区域（想定最大規模）＞

3.0m～5.0m未満の浸水

笙
の
川

井
の
口
川

資料）洪水浸水想定区域
（令和３年６月現在）
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３－７．居住誘導区域周辺のハザード情報⑤
３．防災指針の検討

○土砂災害（特別）警戒区域

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

土砂災害が発生した場合、住民の生命又は身体に危害が
生ずるおそれがあると認められる土地の区域

 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）のうち、土砂災害が
発生した場合、建築物に損壊が生じ住民の生命又は身体に
著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域

＜土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定範囲（イメージ）＞
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居住誘導区域内において、特にリスクの高いエリアは存在
していない

３－８．居住誘導区域周辺のハザード情報⑥
３．防災指針の検討

○土砂災害（特別）警戒区域

＜土砂災害（特別）警戒区域＞

笙
の
川

井
の
口
川

資料）土砂災害（特別）警戒区域
（令和４年11月現在）
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３－９．居住誘導区域周辺のハザード情報⑦
３．防災指針の検討

○津波災害警戒区域

最大クラスの津波が発生した際に、住民等の生命・身体に
危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するため
に警戒避難体制を特に整備すべき区域。

＜津波災害警戒区域のイメージ＞
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居住誘導区域内のうち、湾岸の一部では、最大で0.5ｍ～
1.0ｍ未満の津波災害警戒区域に指定されている

３－10．居住誘導区域周辺のハザード情報⑧
３．防災指針の検討

○津波災害警戒区域

＜津波災害警戒区域区域＞

笙
の
川

井
の
口
川

資料）津波災害警戒区域
（令和５年２月現在）

最大で0.5ｍ～1.0ｍ未満の
津波災害警戒区域に指定



30

 洪水浸水想定区域
・計画規模
・想定最大規模
・浸水継続時間
・家屋倒壊等
氾濫想定区域

 土砂災害（特別）
警戒区域

 津波災害警戒区域

 人口分布

 建物分布

 避難場所分布および
圏域

 都市施設分布
（要配慮者利用施設）

 道路網

 垂直避難が可能か

 避難施設が活用できるか

 早期の避難が必要か

 要配慮者・病人の生命維持に
危険がないか

 家屋倒壊の危険性がないか

 頻繁に浸水するエリアがないか

 道路寸断、集落孤立がないか

ハザード情報 都市の情報 分析の視点

災害リスクについては、以下のハザード情報と都市の情報
を重ね合わせることにより災害リスクを分析し、防災・
減災対策に向けた課題を抽出

災害リスクの分析については、居住誘導区域及びその周辺
を対象に分析

＜重ね合わせ分析のイメージ＞

３－11．災害リスクの現状分析
３．防災指針の検討



４．今後のスケジュール
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４－１．今後の予定
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４．今後のスケジュール

令和５年度 令和６年度

策定委員会での審議､庁内関係課での調整･素案作成

改
定
・
公
表

予
定

計
画
（
素
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

市
民
説
明
会

第
２
回
策
定
委
員
会

２月～３月 春頃

都
市
計
画
審
議
会

（
中
間
報
告
）

第
３
回
策
定
委
員
会

議
員
説
明
会

都
市
計
画
審
議
会


